
市
役
所
の

電
話
番
号

西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

　　：額面はいくらですか？
　　：１，０００円です。
　　：有効期限はありますか？
　　：有効期限は商品券に記載してあります。
　　：加盟店は何店舗ぐらいですか？
　　：旧西条市域：６３店舗
　　　旧東予市域：２７店舗
　　　旧小松町域：　５店舗
　　　西条商店街協同組合のロゴマ
　　ーク（右写真）が目印です。
　　：商品券はどこで購入できますか？
　　：「共通商品券販売所」と記載したステッカー
　　のあるお店で購入できます。ステッカーには、
　　ロゴマークが記載されています。

　西条商店街協同組合が発行する商品券は、これまで旧西
条市域の商店街加盟店でしかご利用できませんでしたが、
４月からは旧東予市・小松町域の商店街にも加盟店が広が
ります。
　ますます便利になった商品券を、ぜひご利用ください。

詳しくは、西条商店街協同組合へ。
　旧西条市域：メガネのタカセ　℡0897－56－1700
　旧東予市・小松町域：ラ・セゾン　℡0898－64－2240

ここからはじまる！裁判員制度　Ｑ＆Ａ

Ｑ：裁判員となるために仕事を休むことはで
　きますか？　また、仕事を休んだことで会
　社から解雇されるようなことはありません
　か？
Ａ：裁判員となるために必要な休みをとるこ
　とは法律で認められていますし、裁判員と
　して仕事を休んだことを理由として、会社
　が解雇などの不利益な取り扱いをすること
　は法律で禁止されています。
従業員が裁判員として刑事裁判に参加しやすくするため、各企
業において、裁判員になる場合に対応した休暇制度を設けるな
ど、労使の自主的な取り組みが行われることが期待されます。

詳しくは… 松山地方裁判所のホームページ
　　　　　 URL http://www.courts.go.jp/matsuyama/
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